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日本の法学部教育に関する傾向分析

あ
っ
た
（
―

1
0
1
五
年
時
点
で
は
五
校
）
。

法
学
部
及
び
学
科
の
設
置
傾
向
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
名
称
か
ら
(
-
)
「
法
学
部
」
、
（
二
）
「
法
学
複
合
学
部
」
、
(
-
―
-
）
「
他
学
部
統

合
型
」
の
三
種
に
大
別
し
た
。
(
-
)

置
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
学
科
数
に
応
じ
て

(a)
「
単
独
学
科
構
成
」
（
学
科
名
が
な
い
も
の
を
含
む
）
、
（
b
)
「
複
数
学
科
構

成
」
に
分
類
し
て
い
る
。
（
二
）

「
法
学
科
」
な
ど
単
独
で
学
科
が
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の
を
指
し
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
学
際
」
の
様
相
が
見
て
と
れ
る
も
の
も
こ
れ
に

含
め
て
い
る
。
な
お
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
一
二
種
全
体
を
、
特
に
広
義
の
法
学
部
と
し
て
こ
と
わ
る
こ
と
な
く
「
法
学
部
」
と
総
称
す
る

国
公
立
大
学
で
は
、
(
-
)

私
立
大
学
で
は
、
(
-
)

五
年
時
点
で
は
七
七
校
）

法
学
部
及
び
学
科
の
設
置
傾
向

の
「
法
学
部
」
と
は
、
大
学
内
組
織
と
し
て
文
字
通
り
の
「
法
学
部
」
と
い
う
名
称
の
元
に
設

の
「
法
学
複
合
学
部
」
は
(
-
)
に
準
じ
る
が
、
学
部
の
名
称
が
経
済
学
や
人
文
学
な
ど
の
関
連
分

の
「
他
学
部
統
合
型
」
は
、
学
部
名
に
「
法
」
の
文
字
は
冠
さ
れ
て
い
な
い
が
、

の
設
置
数
は
一
六
校
で
あ
り
、
（
二
）

は
二

0
一
五
年
時
点
で
追
加
調
査
し
た
際
に
も
変
更
は
な
か
っ
た
。

の
設
置
数
は
五
校
、
(
-
―
-
）

の
設
置
数
は
七
校
で
あ
っ
た
。
こ
れ

の
設
置
数
は
、

(a)
は
四
一
二
校
（
二

0
一
五
年
時
点
も
総
数
に
変
化
は
な
い
が
、
二
校
が
他
学
部
へ
の
統

合
や
学
際
的
学
部
及
び
学
科
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
単
独
学
部
及
び
学
科
の
形
式
で
は
な
く
な
り
、
本
分
類
の
枠
か
ら
外
れ
た
一
方
、
新

た
に
二
校
が
法
学
部
を
設
立
し
て
い
る
）
、
（
b
)
は
一
―
―
―
―
一
校
と
な
り
（
二

0
一
五
年
時
点
で
は
三
四
校
）
、
合
計
で
七
六
校
（
二

0
-

で
あ
っ
た
。
（
二
）

の
設
置
数
は
三
校
（
二

0
一
五
年
時
点
で
変
化
は
な
し
）
、
（
―
―
-
）

こ
と
が
あ
る
。

野
と
の
複
合
名
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
(
-
―
-
）

第
一
章

の
設
置
数
は
六
校
で

続
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
設
置
学
科
に
つ
い
て
の
整
理
に
移
る
。
ま
ず
次
の
よ
う
な
表
に
そ
れ
ぞ
れ
を
整
理
で
き
る
。
な
お
、
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資 料

他
の
地
域
で
は
、
科
目
数
の
点
で
は
そ
れ
ぞ
れ
近
い
数
字
を
示
す
一
方
で
、
「
中
東
」
を
お
く
私
立
大
学
が
若
干
多
く
確
認
で
き
た
。
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